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東広島市立河内小学校 
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気象警報の発表に伴う措置について（お知らせ）【改訂版】 

 

 小満の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝にてお過ごしのこととお慶び申しあげます。 

  さて、4月 10日に気象警報が発表されたときの措置についてお知らせしているところですが、気象

庁から「防災気象情報の改善について」が示されたため、次のとおり（主に波線部）変更しました。 

 

１ 対象となる気象警報ついて 
  東広島市に「大雨（特別・危険を含む）警報」、「土砂災害（特別・危険を含む）警報」及び「暴風警
報」のうちの一つでも発表された場合 

 

２ 気象警報の発表状況及び学校の措置等について 

 時 刻 警報発表状況 措  置 備  考 

登  

校 

午前６時 発表中 自宅待機 
市民ポータルサイトでの配信は原則

ありません。 

午前７時 

発表中 臨時休業 
市民ポータルサイトでの配信は原則

ありません。 

解除 繰り下げ登校 

通学路の安全等が確保されない場合

は、この限りではありません。 

（校長の判断により対応します。） 

市民ポータルサイトでの配信は原則

ありません。 

下  

校 
午後３時 発表中 

学校待機 

（一斉下校又は 

 引き渡し下校） 

通学路の安全等が確認された場合

は、この限りではありません。（その際

は、校長の判断により対応します。）学

校から、市民ポータルサイト・電話等

で下校時刻等についてお知らせし、危

険箇所を巡視します。 

午後５時 発表中 引き渡し下校 

市民ポータルサイト・電話等で保護者

等へ連絡できない場合は、学校又は

避難場所に児童を留め置きます。ま

た、保護者等を確認し引き渡しを行い

ます。 

※下校時刻については、気象状況等により、午後３時以前に一斉下校等の措置を行う場合があります。その

際は、市民ポータルサイト等で下校時刻等をお知らせします。 

※上記以外の警報や警報発表以外の非常変災、その他急迫の事情により、児童の登下校が困難な場合は、

校長の判断により措置します。 

【措置例】 

臨時休業、自宅待機、授業繰り下げ、授業打ち切り、学校待機、引き渡し下校、措置なし（通常通り） 

 
◎登校時の警報発表等に伴う措置をとる場合→市民ポータルサイトでのメール配信は原則なし。 
下校時の警報発表等に伴う措置をとる場合→市民ポータルサイトでのメール配信で連絡。 

◎東広島市では、ＳＤＧｓの取組（食品ロス削減）として翌日の気象条件を踏まえ、給食の主食が停止となる場

合があります。米飯持参が必要な場合は、前日にメールで連絡します。 


